
(別
添
)

　
　
参
考

国
土
利
用
計
画
(市
町
村
計
画
)策
定
の
手
順

　
1　
利
用
区
分
別
現
況
調
査

　
　
 別
紙
1の
利
用
区
分
に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
に
従
い
、
別
紙
2の
利
用
区
分
別
数
値
の
把
握
資
料
、
各
種
の
市
町
村
の
台
帳
等
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に

応
じ
空
中
写
真
、
地
形
図
等
に
よ
る
面
積
測
定
、
現
地
調
査
等
に
よ
り
補
足
し
、
現
況
面
積
を
把
握
す
る
。

　
　
こ
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
別
紙
3の
土
地
利
用
概
略
図
の
作
成
方
法
を
参
考
に
土
地
利
用
現
況
図
を
作
成
す
る
。

　
　
な
お
、
現
況
面
積
の
把
握
に
当
た
つ
て
は
、
特
に
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
　
(1
)　
河
川
区
域
内
農
地
等
複
数
の
利
用
区
分
(地
目
)に
該
当
す
る
土
地
に
つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
そ
の
面
積
を
把
握
し
、
利
用
区
分
の
「
そ
の
他
」
を
算
出

す
る
際
に
は
、
重
複
部
分
を
控
除
し
て
計
算
す
る
こ
と
。

　
　
　
 　
な
お
、
重
複
部
分
の
地
目
及
び
面
積
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
(2
)　
現
況
面
積
を
統
計
資
料
等
に
よ
ら
ず
、
地
籍
調
査
等
の
個
別
の
調
査
に
よ
り
算
出
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

　
　
(3
)　
利
用
区
分
の
「
そ
の
他
」
に
つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
そ
の
内
容
及
び
面
積
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

　
2　
土
地
条
件
調
査

　
　
 土
地
の
も
つ
特
性
を
把
握
す
る
た
め
、
別
紙
4(
略
)の
地
図
資
料
等
に
よ
り
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
。

　
　
(1
)　
自
然
的
条
件

　
　
　
　
 標
高
、
斜
面
の
方
位
、
傾
斜
、
地
形
、
地
質
、
土
壌
、
植
生
、
動
物
、
気
候
、
水
資
源
等

　
　
(2
)　
社
会
的
条
件

　
　
　
①
　
土
地
所
有
形
態
(民
有
、
公
有
、
国
有
の
別
)

　
　
　
②
　
別
紙
5の
法
律
に
よ
る
規
制
区
域
等

　
　
　
③
　
地
価



　
　
(3
)　
歴
史
的
文
化
的
条
件

　
　
　
①
　
遺
跡
、
文
化
財
、
天
然
記
念
物
等
の
分
布
、
希
少
性
及
び
価
値
の
程
度

　
　
　
②
　
遺
跡
、
文
化
財
、
天
然
記
念
物
等
を
保
護
す
る
た
め
に
保
全
す
べ
き
区
域

　
　
(4
)　
国
土
の
安
全
性

　
　
　
　
 水
害
、
土
砂
害
等
の
発
生
状
況
、
開
発
に
よ
る
安
全
性
の
低
下
等

　
　
　
　
 (
注
)　
こ
の
調
査
は
、
市
町
村
の
実
態
に
応
じ
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
(3
及
び
4の
調
査
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
)

　
3　
土
地
利
用
転
換
等
の
実
態
調
査

　
　
 将
来
の
土
地
利
用
の
状
況
の
推
定
に
活
用
す
る
た
め
、
別
紙
2の
利
用
区
分
別
数
値
の
把
握
資
料
に
よ
り
、
利
用
区
分
別
の
土
地
利
用
の
推
移
、
土
地
利
用
転
換

の
状
況
等
を
調
査
す
る
。

　
4　
社
会
・
経
済
の
現
況
等
調
査

　
　
 現
況
の
土
地
利
用
の
成
因
及
び
将
来
の
土
地
利
用
の
あ
り
方
に
関
係
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
等
に
つ
い
て
、
国
勢
調
査
、
農
業
セ
ン
サ
ス
等
の
統
計
資
料
、
各

種
開
発
・
保
全
・
整
備
計
画
等
の
資
料
を
も
と
に
調
査
す
る
。

　
　
(1
)　
人
口

　
　
　
　
 総
人
口
、
年
齢
階
層
別
人
口
、
労
働
力
人
口
、
男
女
別
人
口
、
人
口
集
中
地
区
(D
ID
)人
口
、
世
帯
数
、
世
帯
構
成
等

　
　
(2
)　
産
業

　
　
　
　
 産
業
別
生
産
額
、
産
業
別
就
業
人
口
等

　
　
(3
)　
交
通

　
　
　
　
 交
通
量
、
交
通
施
設
状
況
等

　
　
(4
)　
近
隣
都
市
と
の
結
び
つ
き
等

　
　
　
　
 通
勤
、
通
学
、
物
流
等

　
　
(5
)　
公
害
等
の
状
況



　
　
　
　
 大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
等

　
5　
市
町
村
に
係
わ
る
各
種
計
画
の
把
握

　
　
 市
町
村
基
本
構
想
(同
基
本
計
画
、
実
施
計
画
)、
各
種
の
土
地
利
用
計
画
、
国
、
県
等
の
開
発
・
保
全
・
整
備
計
画
、
地
方
生
活
圏
計
画
、
広
域
市
町
町
計
画

及
び
民
間
企
業
の
開
発
計
画
等
を
把
握
す
る
。

　
6　
住
民
の
意
向
の
把
握

　
　
 ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
、
公
聴
会
、
地
域
住
民
で
構
成
さ
れ
た
委
員
会
の
開
催
等
に
よ
り
、
市
町
村
の
将
来
像
、
土
地
利
用
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
住
民
の

意
向
を
把
握
す
る
。

　
　
 な
お
、
こ
の
住
民
の
意
向
の
把
握
の
た
め
の
措
置
は
、
計
画
案
の
作
成
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
適
切
な
時
期
に
行
う
こ
と
。

　
7　
土
地
利
用
の
分
析

　
　
 1
か
ら
4ま
で
の
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
土
地
利
用
上
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
保
全
の
必
要
性
、
将
来
の
土
地
利
用
の
可
能
性
等
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

　
8　
将
来
フ
レ
ー
ム
の
検
討

　
　
 4
及
び
5の
調
査
等
の
結
果
を
基
礎
と
し
て
、
人
口
、
産
業
等
の
将
来
フ
レ
ー
ム
を
検
討
し
、
将
来
の
土
地
需
要
を
推
計
す
る
。

　
9　
計
画
素
案
の
作
成
及
び
調
整

　
　
(1
)　
こ
れ
ま
で
の
作
業
結
果
を
も
と
に
計
画
素
案
を
作
成
す
る
。

　
　
　
　
 こ
の
場
合
別
紙
3の
土
地
利
用
概
略
図
の
作
成
方
法
を
参
考
に
、
土
地
利
用
構
想
図
を
作
成
し
て
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
関
連
市
町
村
と

の
連
携
を
図
る
な
ど
、
広
域
的
観
点
か
ら
の
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
 ま
た
、
別
紙
6の
例
を
参
考
に
説
明
資
料
を
作
成
す
る
。
な
お
、
別
紙
6(
略
)は
説
明
資
料
の
様
式
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
市
町
村
の
実
情
に
応

じ
て
、
こ
れ
に
よ
ら
な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
。

　
　
(2
)　
計
画
素
案
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
等
関
係
行
政
機
関
と
調
整
を
行
い
計
画
案
を
作
成
す
る
。

　
10
　
計
画
の
策
定



　
　
(1
)　
計
画
案
を
市
町
村
議
会
に
提
出
し
、
そ
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
(2
)　
市
町
村
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
別
紙
7(
略
)の
様
式
例
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。



　
11
　
市
町
村
計
画
策
定
手
順
図
(フ
ロ
ー
チ
ヤ
ー
ト
)



別
紙
1

利
用

区
分

の
定

義

利
用
区
分

定
義

備
考

1　
農

用
地

　
耕
作
の
目
的
、
又
は
主
と
し
て
耕
作
、
若
し
く
は
養
畜
の
事
業
の

た
め
の
採
草
若
し
く
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
。

　

　
(1
)　
農

地
　
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
(農
地
法
第
2条
第
1項
)。

　
畦
畔
を
含
み
、
水
路
、
農
道
は
含
ま
な
い
。

　
作
物
統
計
の
「
田
」、
「
畑
」
の
合
計
で
あ
る
。

　
(2
)　
採

草
放

牧
地

　
農
地
以
外
の
土
地
で
、
主
と
し
て
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
の
た
め

の
採
草
又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
も
の
(農
地
法
第
2条

第
1項
)。

　
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
林
業
調
査
報
告
書
の
「
林
野

等
」
の
「
採
草
放
牧
に
利
用
さ
れ
て
い
る
面
積
(属
地
)」

の
う
ち
「
森
林
以
外
の
草
生
地
(野
生
地
)」
で
あ
る
。



　
木
竹
が
集
団
し
て
生
育
し
て
い
る
土
地
又
は
木
竹
の
集
団
的
な
生

育
に
供
さ
れ
る
土
地
。

　
国
有
林
と
民
有
林
の
合
計
で
あ
る
。

　
な
お
、
林
道
面
積
を
除
く
。

1)
　
国
有
林

　
①
　
林
野
庁
所
管
国
有
林

　
　
　
国
有
林
野
法
第
2条
に
定
め
る
国
有
林
野
か
ら
採
草
放
牧
に

利
用
さ
れ
て
い
る
採
草
放
牧
地
を
除
い
た
も
の
。

　
　
　
林
地
(立
木
地
、
伐
採
跡
地
、
未
立
木
地
)の
他
に
林
道
以
外

の
除
地
(苗
畑
、
貯
木
場
、
貸
地
、
岩
石
地
、
沢
敷
等
)を
含
む
。

　
②
　
官
行
造
林
地

　
　
　
旧
公
有
林
野
等
官
行
造
林
法
第
1条
の
規
定
に
基
づ
き
契
約

を
締
結
し
て
い
る
も
の
。

　
　
　
林
地
の
他
に
林
道
以
外
の
除
地
を
含
む
。

　
③
　
そ
の
他
省
庁
所
管
国
有
林

　
　
　
林
野
庁
以
外
の
国
が
所
有
し
て
い
る
森
林
法
第
2条
第
1項
に

定
め
る
森
林
。

　
2　
森

林

2)
　
民
有
林

　



　
　
国
以
外
の
者
が
所
有
す
る
森
林
法
第
2条
第
1項
に
定
め
る
森

林
。

　
　
立
木
地
、
伐
採
跡
地
、
未
立
木
地
、
更
新
困
難
地
、
竹
林
で
あ

る
。

　
昭
和
49
年
の
森
林
法
の
改
正
に
伴
い
、
地
域
森
林
計

画
対
象
森
林
は
、
そ
の
自
然
的
、
経
済
的
、
社
会
的
諸

条
件
か
ら
み
て
森
林
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
相
当
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
は
除
く
こ
と
と
さ
れ
た
の

で
(森
林
法
第
5条
)、
数
値
の
把
握
に
当
た
つ
て
は
地

域
森
林
計
画
に
お
け
る
森
林
面
積
に
地
域
森
林
計
画
対

象
外
の
森
林
の
面
積
を
加
え
る
こ
と
。

3　
原

野
　
林
野
(不
動
産
登
記
事
務
取
扱
手
続
準
則
の
「
山
林
」、
「
原
野
」
)

の
う
ち
森
林
で
な
い
草
生
地
。

　
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
林
業
調
査
報
告
書
の
「
森
林

以
外
の
草
生
地
」
か
ら
1の
(2
)の
「
採
草
放
牧
地
」
及

び
2の
1)
の
国
有
林
を
除
い
た
面
積
で
あ
る
。

4　
水
面
・
河
川
・
水
路

　
水
面
は
、
湖
沼
(人
造
湖
を
含
む
。
面
積
1k
m2
以
上
)及
び
溜
池
。

満
水
時
の
水
面
面
積
で
あ
り
、
堤
体
は
含
ま
な
い
。

　
河
川
は
、
一
級
河
川
及
び
二
級
河
川
(河
川
法
第
3条
第
1項
)。
水

面
及
び
水
路
面
積
で
堤
防
敷
は
含
ま
な
い
。

　
水
路
は
、
農
業
用
用
排
水
路
及
び
発
電
水
路
敷
。

　

5　
道

路
　
一
般
道
路
(道
路
法
第
2条
第
1項
)及
び
農
林
道

　
車
道
部
(車
道
、
中
央
帯
、
路
肩
)、
歩
道
部
、
自
転
車
道
部
及
び

法
面
等
の
面
積
で
あ
る
。

　
私
道
、
道
路
運
送
法
第
2条
第
8項
の
自
動
車
道
及
び
港
湾
道
路
等

は
含
ま
な
い
。

　

6　
宅

地
　
建
物
の
敷
地
及
び
建
物
の
維
持
又
は
効
用
を
果
た
す
た
め
に
必
要

な
土
地
。

　



　
(1
)　
住

宅
地

　
49
年
度
以
前
の
固
定
資
産
の
価
格
等
の
概
要
調
書
の
「
宅
地
」
の

う
ち
「
一
般
住
宅
地
」、
「
併
用
住
宅
地
」
及
び
「
農
家
の
住
宅
地
」

の
合
計
で
あ
る
。
な
お
、
村
落
部
分
に
つ
い
て
は
地
籍
調
査
実
施
前

後
の
宅
地
面
積
変
動
率
を
用
い
補
正
す
る
。

　
住
宅
地
と
評
価
さ
れ
て
い
る
道
路
、
プ
レ
イ
ロ
ツ
ト
、
空
地
を
含

む
。

　
昭
和
50
年
か
ら
地
方
税
法
施
行
規
則
様
式
が
変
更
さ

れ
て
い
る
の
で
、
現
況
数
値
は
、
最
近
に
お
け
る
宅
地

に
対
す
る
住
宅
地
の
割
合
、
同
割
合
の
変
化
状
況
等
に

よ
り
推
計
す
る
。

　
(2
)　
工

場
用

地
　
工
業
統
計
表
(用
地
・
用
水
編
)に
い
う
「
事
業
所
敷
地
面
積
」
で
、

従
業
員
10
人
以
上
の
工
場
敷
地
面
積
。

　
工
業
統
計
表
(用
地
・
用
水
編
)の
事
業
所
敷
地
面
積

は
30
人
以
上
の
工
場
敷
地
面
積
で
あ
る
。

　
(3
)　
事
務
所
・
店
舗
等
の
住
宅

地

　
(1
)及
び
(2
)の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
宅
地
。

　
現
況
数
値
は
、
固
定
資
産
の
価
格
等
の
概
要
調
書
の

「
宅
地
」
か
ら
「
住
宅
地
」、
「
工
場
用
地
」
を
差
引
い

て
算
出
す
る
。

7　
そ

の
他

　
市
町
村
の
総
面
積
か
ら
「
農
用
地
」、
「
森
林
」、
「
原
野
」、
「
水

面
・
河
川
・
水
路
」、
「
道
路
」、
「
宅
地
」
の
各
面
積
の
総
和
を
差
し

引
い
た
面
積
。

　
ゴ
ル
フ
場
、
鉄
軌
道
用
地
、
在
日
米
運
用
地
、
自
衛
隊
用
地
、
空

港
、
港
湾
、
学
校
用
地
、
公
園
等
が
考
え
ら
れ
る
。

　

8　
市

街
地

　
国
勢
調
査
に
よ
る
「
人
口
集
中
地
区
」

　



別
紙
2

利
用
区
分
別
数
値
の
把
握
資
料

利
用
区

分
資

料
発
行
年
等

備
考

総
面

積
全
国
都
道
府
県
市
区
町
村
別
面
積
調

毎
年

　

農
用

地
　

　
　

　
　
農

地
作
物
統
計

毎
年

　

　
　
採

草
放

牧
地
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
林
業
調
査
報
告
書

林
野
面
積
統
計

10
年
に
1回

た
だ
し
、
中
間
の
5

年
に
1回
「
林
野
面

積
統
計
」
で
補
完

　

森
林

　
　

　

　
国
有
林

　
　

　

　
　
林

野
庁

所
管
　

　
営
林
署
で
把
握
可
能

　
　
官

行
造

林
公
有
林
野
等
官
行
造
林
地
施
業
計
画
書

5年
に
1回

　

　
　
そ
の
他
省
庁
所
管

世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
林
業
調
査
報
告
書

林
野
面
積
統
計

10
年
に
1回

　

　
民
有
林

地
域
森
林
計
画
書

5年
に
1回

　

原
野

世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
林
業
調
査
報
告
書

林
野
面
積
統
計

10
年
に
1回

　

水
面
・
河
川
・
水
路

　
　

　



　
　
水

面

　
　
河

川

全
国
都
道
府
県
市
区
町
村
別
面
積
調

ダ
ム
総
覧

(河
川
現
況
調
査
)

毎
年

昭
和
51
年

昭
和
47
年

昭
和
53
年
(予
定
)

　
河
川
現
況
調
査
(全
国
総
括
調
書
)は
、
一
級
河
川
及
び
主

な
二
級
河
川
(計
13
2水
系
)の
河
川
面
積
が
各
河
川
ご
と

に
計
上
さ
れ
て
い
る
の
で
、
市
町
村
ご
と
に
使
用
す
る
場

合
に
は
、
適
当
な
方
法
で
分
割
す
る
必
要
が
あ
る
。

水
路

道
路

　
　

　

　
一

般
道

路

　
農

道

　
林

道

(道
路
統
計
年
報
)

毎
年

・
市
町
村
道
は
市
町
村
の
「
道
路
台
帳
」
又
は
道
路
統
計
年

報
の
基
礎
資
料
「
道
路
敷
現
況
調
査
」
に
よ
り
市
町
村
ご

と
に
把
握
可
能

・
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
は
「
道
路

統
計
年
報
」
及
び
「
道
路
敷
現
況
調
査
」
に
よ
り
都
道
府

県
ご
と
に
把
握
で
き
る
。

　
市
町
村
ご
と
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
分
割
す
る

必
要
が
あ
る
。

宅
地

　
　

　

　
住

宅
地

　
工

場
用

地

　
そ
の
他
の
宅
地

固
定
資
産
の
価
格
等
の
概
要
調
書

(工
業
統
計
表
(用
地
・
用
水
編
))

固
定
資
産
の
価
格
等
の
概
要
調
書

毎
年

毎
年

毎
年

　
工
業
統
計
表
(用
地
・
用
水
編
)は
、
30
人
以
上
の
事
業
所

を
対
象
に
し
て
、
都
道
府
県
別
に
工
場
面
積
を
計
上
し
て
い

る
。
市
町
村
別
の
集
計
に
つ
い
て
は
、
工
業
統
計
表
の
原
票

「
工
業
統
計
調
査
票
甲
」
(都
道
府
県
所
有
)に
よ
り
把
握
可

能
。

市
街

地
国
勢
調
査

5年
に
1回

　

　
(注
)　
基
準
年
次
に
一
致
し
な
い
資
料
を
使
用
す
る
場
合
は
、
資
料
年
次
と
基
準
年
次
の
間
の
推
移
を
把
握
し
、
基
準
年
次
値
に
時
点
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
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土
地
利
用
概
略
図
の
作
成
方
法

　
(1
)　
種

類
　
　
基
準
年
次
の
現
況
図
及
び
目
標
年
次
の
構
想
図
の
2種
類
と
す
る
。

　
(2
)　
縮

尺
　
　
1／
25
,0
00
か
ら
1／
50
,0
00
程
度
と
す
る
。

　
(3
)　
表
示
の
区
分
及
び
方
法
　
　
地
目
区
分
に
つ
い
て
別
表
の
例
に
よ
り
表
示
す
る
。
こ
の
場
合
、
市
町
村
の
実
情
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
区
分
の
統
合

又
は
細
分
を
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

(注
意
事
項
)

　
　
　
　
　
国
土
利
用
計
画
は
、
長
期
的
な
視
点
に
た
つ
た
国
土
利
用
に
関
す
る
行
政
上
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
開
発
事
業
の
実
施
や
個
別
的
な
土
地
取
引
の

誘
導
を
図
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
土
地
利
用
概
略
図
は
限
定
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
作
成
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
市
町
村
計
画
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
注
意
す
る
こ
と
。



別
表

土
地
利
用
概
略
図
の
表
示
方
法
(例
)

地
目

等
記

号
備

考

農
用

地
黄

農
道
、
水
路
等
を
含
め
て
も
よ
い
。

森
林

緑
林
道
等
を
含
め
て
も
よ
い
。

原
野

黄
緑

　

水
面
・
河
川
・
水
路

青
　

道
路

茶
　

宅
地

桃
色

街
路
等
を
含
め
て
も
よ
い
。

利
用
区
分
の
そ
の
他

灰
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法
律
に
よ
る
規
制
区
域
等
の
概
要

根
拠

法
令

規
制

区
域

等

国
土
利
用
計
画
法

都
市
地
域
、
農
業
地
域
、
森
林
地
域
、
自
然
公
園
地
域
、
自
然
保
全
地
域

都
市
計
画
法

市
街
化
区
域
、
市
街
化
調
整
区
域
、
用
途
地
域
、
風
致
地
区
等

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

農
用
地
区
域

森
林

法
地
域
森
林
計
画
区
、
保
安
林
、
保
安
施
設
地
区

自
然
公
園
法

国
立
公
園
、
国
定
公
園
、
都
道
府
県
立
自
然
公
園

自
然
環
境
保
全
法

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
、
自
然
環
境
保
全
地
域
、
都
道
府
県
自
然
環
境
保
全
地
域

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
地
区

砂
防

法
砂
防
指
定
地

地
す
べ
り
等
防
止
法

地
す
べ
り
防
止
区
域
、
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
区
域

河
川

法
河
川
区
域
、
河
川
保
全
区
域

宅
地
造
成
等
規
制
法

宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

鳥
獣
保
護
区

文
化
財
保
護
法

史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
、
埋
蔵
文
化
財
、
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法

歴
史
的
風
土
保
存
地
区

海
岸

法
海
岸
保
全
地
区

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法

近
郊
緑
地
保
全
区
域

港
湾

法
港
湾
区
域
、
臨
港
地
区
、
港
湾
隣
接
地
域


